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（３）平成２９年度事業について（報告事項）                    

平成２９年度事業について進捗状況を報告します。 

 

１）豊田駅南口ロータリーの供用開始について  

 

 豊田南土地区画整理事業で整備された豊田駅南口ロータリーが下記の内容で

供用開始しました。 

 

（１）供用開始日 ：平成２９年４月１日（土）始発より 

 

（２）交通機関駐車施設 

・バス乗降場      １台 

・ワゴンタクシー乗降場 １台 

 ・タクシー乗り場    １台 

 ・タクシープール   １２台 

 ・障がい者用乗降場   １台 

 ・一般車乗降場     １台 

（３）乗り入れた公共交通 

 ・ミニバス川辺堀之内路線 

 ・ワゴンタクシー平山ルート 

 ・一般路線バス（豊田駅～多摩センター） 

 

 

豊田駅から日 3・4・15線方面         日 3・4・15号線から豊田駅方面 

    

 

資 料 ４ 
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２）ワゴンタクシー平山ルートの循環路線化について  

 現在、ワゴンタクシー平山ルートは「平山苑上」と「市立病院」を１日７往復

運行しております。経路の設定上、「市立病院」行では「平山苑西」停留所には

停車せず、また、「平山苑上」行では「平山苑東」に停車しません。このため、

「平山苑東」、「平山苑西」停留所の利用者には不便をかけていましたが、ここ

で本路線を「市立病院」を起点とする循環型路線とし一経路で全ての停留所に

停車することで改善を図ることとしました。料金の変更はありません。 

 

■対象路線：ワゴンタクシー平山ルート 

■内容：（別図１参照） 

（1）運行形態を「平山苑上」⇔「市立病院」から「市立病院」⇔「市立病院」 

とする 

（2）一経路で全ての停留所に停車する 

■運行時期：平成２９年度下半期（予定） 

■主な変更点 

 

変更前 

「市立病院」→「平山苑上」     「平山苑上」→「市立病院」 

 

 

 

 

 

「平山苑東」には停車しない      「平山苑西」には停車しない 

 

変更後 

「市立病院」⇔「市立病院」 

 

 

 

終日、一経路で全ての停留所に停車 

※ 

 

は市立病院方向からの          は市立病院方向への 
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３）ワゴンタクシー平山ルート「中央図書館」停留所の移設について  

 ワゴンタクシー平山ルートの「中央図書館」停留所は、現在中央図書館から約

１４０ｍ離れた位置にあります。このため経路を変更の上、中央図書館最寄に

停留所を移設し利便性の向上を図ります。 

 

■対象路線：ワゴンタクシー平山ルート       

■内容：（別図１参照） 

経路を変更の上、「中央図書館」停留所を中央図書館最寄に移設 

■運行時期：平成２９年度下半期（予定） 

 

移設前「中央図書館」停留所         移設後市立病院方向「中央図書館」停留所 

    
移設後平山苑方向「中央図書館」停留所 

 

 

変更後の停車順 

平山城址公園駅行方向             日野市役所行方向 
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４）ワゴンタクシー平山ルートの経路変更について  

 ワゴンタクシー平山ルート「豊田二丁目」停留所から都道平山通りまでの経路

を区画整理事業で整備された都市計画道路３・３・２号線に変更し安全性の向

上を図りました。 

■対象路線：ワゴンタクシー平山ルート       

 

■内容：（別図１参照） 

「豊田二丁目」停留所から都道平山通りまでの経路を幹線市道Ⅱ-36号線から

都市計画道路３・３・２号線へ経路変更 

 

■運行時期：平成２９年３月２１日始発より 

 

経路変更前 幹線市道Ⅱ-36号線 

    
 

 

経路変更後 都市計画道路 3・3・2号線 
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５）市内公共交通の更なる充実について  

   市内の公共交通網は、平成２２年度に「日野市地域公共交通総合連携計画」に

基づきミニバス路線網の再編等を実施し現在に至っており一定の成果をおさめ

ているところです。その後、社会を取り巻く環境の変化により利用者のニーズ

も多様化しております。また、都市計画道路３・４・３号線をはじめとする幹

線道路の整備も着実に進捗しております。このことを踏まえ「日野市地域公共

交通総合連携計画」を最新のＯＤ調査や利用者アンケートを実施して検証を行

い、この結果に基づき平成３１年度を目途にミニバス・丘陵地ワゴンタクシー

の再編等を実施し更なる利便性の向上を図ります。 

 

 


